
論
説

安
保
・
憲
法
・
ア
ジ
ア

1
与
党
内
対
立
と
与
野
党
間
対
立
ー

福
元
健
太
郎

は
じ
め
に

　
日
米
安
保
条
約
を
め
ぐ
る
賛
否
の
分
岐
線
は
自
社
両
党
の
間
で
引
か
れ
た
が
、
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
の
護
憲
派
と
改
憲
派
と
の
亀

裂
は
自
民
党
の
中
を
走
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
日
本
以
外
の
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
で
は
、
対
中
政
策
に
関
し
て
自
民
党
内
が
親
台
湾

派
と
親
北
京
派
と
に
割
れ
る
一
方
で
、
戦
争
責
任
は
当
初
与
野
党
間
で
問
題
化
す
ら
し
な
か
っ
た
。
以
上
の
各
争
点
は
、
従
来
の
研
究

に
お
い
て
も
個
別
に
は
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
非
一
貫
的
な
党
派
的
分
割
が
何
故
生
じ
、
維
持
さ
れ
た
か
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ

う
な
単
純
な
保
革
対
立
図
式
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
な
い
が
故
に
、
必
ず
し
も
体
系
的
に
結
び
つ
け
て
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
（
規
。

　
本
稿
は
、
右
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
争
点
間
の
不
整
合
性
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
戦
後
日
本
の
外
交
路
線
を
め
ぐ
る
根
本

的
な
国
内
対
立
構
造
を
、
「
貫
し
た
見
取
り
図
に
収
め
る
こ
と
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
争
点
は
、
単
に
党
派
的
分
割
が
違
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う
の
み
な
ら
ず
、
戦
わ
れ
る
政
策
次
元
を
も
異
に
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
安
保
と
中
国
が
冷
戦
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
憲
法
と
戦

争
責
任
は
国
家
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
冷
戦
（
就
中
、
安
保
）
対
立
が
国
家
性
に
関
す
る
対
立
に
優
位
し
た
が
た
め
に
、

自
社
間
の
党
派
的
分
割
が
優
先
さ
れ
、
こ
れ
が
五
五
年
体
制
と
し
て
固
定
化
し
た
。
他
方
で
そ
の
結
果
、
国
家
性
に
ま
つ
わ
る
憲
法
と

戦
争
責
任
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る
こ
と
な
く
燵
り
続
け
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
次
の
よ
う
に
議
論
を
進
め
る
。
ま
ず
仮
説
を
提
示
す
る
。
続
い
て
、
安
保
、
憲
法
、
周
辺
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
（
分
断
国
家

と
の
国
交
及
び
戦
争
責
任
）
と
い
う
各
争
点
に
つ
い
て
、
国
内
対
立
の
政
策
次
元
と
党
派
的
分
割
を
分
析
す
る
。
最
後
に
、
以
上
の
知

見
の
い
く
つ
か
を
数
量
的
に
確
認
す
る
た
め
、
主
と
し
て
親
台
湾
派
の
A
研
と
親
北
京
派
の
A
A
研
の
違
い
に
つ
い
て
統
計
分
析
を
行

う
。
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仮
説
”
冷
戦
の
国
家
性
に
対
す
る
優
位

　
本
稿
で
は
、
戦
後
日
本
外
交
の
国
内
対
立
構
造
を
整
理
す
る
に
あ
た
り
、
次
の
二
つ
の
仮
説
を
導
き
と
し
た
い
。

　
ま
ず
第
一
の
仮
説
は
、
戦
後
日
本
外
交
を
め
ぐ
る
国
内
対
立
に
は
、
冷
戦
と
国
家
性
と
い
う
二
つ
の
全
く
異
な
る
政
策
次
元
が
あ
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
安
保
及
び
分
断
国
家
と
の
国
交
は
冷
戦
の
問
題
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
憲
法
・
自
衛
隊
と
戦
争

責
任
論
は
国
家
性
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
峻
別
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
冷
戦
の
次
元
で
対
立
し
て
い
る
の
は
二
つ
の
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
と
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。

今
日
か
ら
考
え
る
と
実
に
奇
妙
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
冷
戦
の
特
徴
は
地
理
的
か
つ
政
策
領
域
横
断
的
な
普
遍
性
に
あ
る
。
つ
ま
り
、

世
界
の
各
地
域
を
二
大
陣
営
の
ど
ち
ら
か
に
割
り
振
り
、
ま
た
政
経
分
離
を
許
さ
ず
政
経
不
可
分
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
国
家



性
軸
上
の
両
極
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
こ
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
外
国
と
の
関
係
で
自
ら
の

国
家
や
主
権
と
い
っ
た
価
値
を
高
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
地
域
主
義
）
は
、
地
政
学

的
配
慮
あ
る
い
は
地
域
経
済
的
観
点
か
ら
、
む
し
ろ
国
境
の
壁
を
低
く
し
、
地
理
的
な
周
辺
諸
国
と
の
協
調
関
係
の
方
を
重
視
す
る
。

歴
史
的
に
言
え
ば
、
冷
戦
が
す
ぐ
れ
て
戦
後
的
な
現
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
国
家
性
の
問
題
は
、
戦
前
の
帝
国
に
よ
る
植
民
地
支

配
．
戦
争
お
よ
び
被
占
領
と
い
う
一
連
の
経
験
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
。

　
従
来
の
研
究
で
は
こ
れ
ら
の
二
次
元
が
必
ず
し
も
体
系
的
な
形
で
互
い
に
分
離
さ
れ
ず
、
特
に
安
保
と
憲
法
の
問
題
が
同
じ
一
次
元

上
の
対
立
と
し
て
観
念
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
日
本
政
治
学
会
の
一
九
七
七
年
度
年
報
『
五
五
年
体
制
の
形
成
と
崩
壊
』
で
は
、
五
五

年
体
制
の
本
質
は
何
よ
り
も
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
上
の
保
革
対
立
と
さ
れ
、
「
四
七
憲
法
体
制
と
五
二
年
日
米
安
保
体
制
の
重
合
す
る

と
こ
ろ
」
で
、
「
憲
法
改
正
．
安
保
擁
護
を
主
張
す
る
保
守
党
」
と
「
安
保
反
対
・
憲
法
擁
護
を
主
張
す
る
革
新
野
党
」
と
が
対
立
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
図
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
近
年
の
「
九
条
1
1
安
保
体
制
」
論
な
る
も
の
も
、
冷
戦
に
対
し
て
い
か
な
る
距
離
を
と
る
か
を
め
ぐ
り

対
峙
し
て
い
た
九
条
路
線
と
安
保
路
線
が
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
以
降
融
合
し
て
日
本
外
交
の
準
拠
枠
組
を
提
供
し
た
と
論
じ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

や
は
り
安
保
問
題
と
憲
法
問
題
と
を
同
じ
一
次
元
上
で
捉
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
単
純
な
保
革
対
立
の
視
角
が
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ

と
考
え
る
本
稿
は
、
安
保
と
憲
法
は
異
な
る
政
策
次
元
で
あ
る
が
故
に
全
く
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
一
方
の
賛
否
が
他
方
の
賛
否
を
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ず
し
も
規
定
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

　
第
二
の
仮
説
は
、
冷
戦
上
の
党
派
的
分
割
が
国
家
性
軸
上
の
そ
れ
に
優
位
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
ア
ク
タ
ー

を
右
派
．
中
道
．
左
派
の
三
陣
営
に
単
純
化
す
れ
ば
、
冷
戦
を
あ
ぐ
っ
て
は
右
派
・
中
道
対
左
派
、
国
家
性
に
つ
い
て
は
右
派
対
中
道
・

左
派
、
と
い
う
二
通
り
の
党
派
的
分
割
が
あ
っ
た
が
、
政
権
形
成
や
政
策
決
定
は
前
者
の
枠
組
に
沿
っ
て
右
派
・
中
道
の
意
向
が
実
現

し
て
き
た
。
実
際
に
は
、
右
派
は
自
民
党
右
派
・
中
道
は
自
民
党
左
派
・
左
派
は
社
会
党
が
当
て
は
ま
る
礎
・
こ
れ
は
一
面
で
は
冷
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図1政策次元と三陣営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

戦
が
自
民
党
政
権
を
生
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
言
う
と
陳
　
m

腐
に
聞
こ
え
る
が
、
他
面
で
重
要
な
の
は
、
国
家
性
を
め
ぐ
る
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

立
が
隠
蔽
さ
れ
、
解
決
さ
れ
な
か
．
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
二
つ
郷

の
政
策
次
元
が
こ
れ
ま
で
識
別
し
に
く
か
っ
た
の
も
そ
れ
故
で
あ
　
断

る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

　
で
は
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。
理
論
的

に
は
、
（
冷
戦
と
国
家
性
と
い
う
）
複
数
の
政
策
次
元
が
あ
る
場

合
、
一
旦
多
数
決
で
勝
っ
た
連
立
や
政
策
が
、
異
な
る
構
成
の
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

数
派
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
（
混
沌
定
理
）
。
例
え

ば
、
三
陣
営
の
う
ち
二
陣
営
が
組
め
ば
多
数
を
支
配
で
き
る
の
だ

か
ら
、
現
在
は
右
派
・
中
道
連
合
が
政
権
を
握
っ
て
い
て
も
、
い

つ
何
時
中
道
・
左
派
連
合
に
組
み
変
わ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
多
数
決
循
環
が
起
き
る
の
を
防
ぐ
一
つ
の
方
法
は
、

政
策
空
間
を
一
次
元
に
帰
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば

中
位
投
票
者
定
理
に
よ
り
中
央
の
順
位
の
選
択
肢
で
決
着
す
る
か

ら
で
あ
る
。
議
会
で
は
委
員
会
制
度
が
一
次
元
化
を
も
た
ら
す
の

　
　
（
8
）

で
あ
る
が
、
連
立
政
権
形
成
で
は
各
政
策
次
元
の
セ
イ
リ
エ
ン
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

（
の
曽
一
一
Φ
］
P
O
Φ
）
の
違
い
が
同
じ
働
き
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。



　
セ
イ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
投
票
行
動
理
論
で
言
わ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
有
権
者
は
全
て
の
政
策
次
元
を
考
慮
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

そ
の
う
ち
重
要
（
ω
巴
一
Φ
暮
）
で
、
か
つ
そ
う
で
あ
る
が
故
に
目
立
つ
（
の
昌
①
暮
）
セ
イ
リ
エ
ン
ト
な
次
元
に
着
目
し
て
、
そ
の
対
立

軸
上
で
自
り
の
立
場
に
最
も
近
い
政
策
を
持
つ
政
党
に
投
票
麺
・
多
元
空
間
上
の
連
合
形
成
に
話
を
戻
せ
ば
・
セ
イ
リ
エ
ン
ド
で
な

い
軸
の
上
で
は
政
党
間
の
距
離
が
過
小
評
価
さ
れ
て
短
く
な
り
、
政
策
空
間
が
優
位
（
ω
巴
一
①
暮
）
な
軸
に
収
敏
し
て
事
実
上
一
次
元

に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
優
位
な
一
つ
の
軸
が
権
力
構
成
を
規
定
す
る
軸
と
な
る
。

　
具
体
的
に
は
、
図
1
の
よ
う
に
三
陣
営
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
、
も
し
仮
に
国
家
性
の
軸
が
優
位
で
あ
れ
ば
、
縦
の
次
元
で
距

離
が
近
い
中
道
と
左
派
が
組
む
可
能
性
も
あ
っ
た
（
護
憲
派
の
結
集
）
。
し
か
し
実
際
に
は
冷
戦
の
次
元
が
優
位
だ
っ
た
の
で
、
横
軸

上
で
近
い
右
派
と
中
道
と
が
連
立
（
保
守
合
同
）
を
組
ん
だ
訳
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
で
、
劣
位
の
国
家
性
軸
に
お
い
て
、
右
派

の
主
張
は
少
数
派
で
あ
る
が
故
に
実
現
せ
ず
、
左
派
の
意
見
は
多
数
派
で
あ
っ
て
も
野
党
で
あ
る
が
故
に
注
目
さ
れ
な
い
、
と
い
う
膠

着
状
態
に
陥
っ
た
。
そ
の
結
果
、
国
家
性
を
め
ぐ
る
問
題
が
長
ら
く
解
決
さ
れ
ず
に
先
送
り
さ
れ
て
き
た
。

　
次
節
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
仮
説
を
証
明
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
安
保
、
憲
法
、
周
辺
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
と
い
う
各
争
点
に
つ

い
て
、
日
米
安
保
条
約
が
締
結
さ
れ
る
一
九
五
一
年
以
降
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
国
内
対
立
の
政
策
次
元
と
党
派
的
分
割
を

分
析
す
る
。

二
　
国
内
対
立
の
政
策
次
元
と
党
派
的
分
割

（一

j
　
安
保

日
米
安
全
保
障
条
約
を
認
め
る
か
否
か
は
、

福元安保・憲法・アジア

米
国
と
同
盟
を
組
む
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正
に
冷
戦
問
題
で
あ
る
。
そ
　
偽



れ
は
安
保
が
、
全
面
講
和
を
排
し
た
単
独
講
和
と
同
時
に
締
結
さ
れ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
安
保
は
、
蝿

与
野
党
を
分
断
す
る
最
大
の
争
点
で
も
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
民
党
の
右
派
も
左
派
も
と
も
に
安
保
に
賛
成
し
た
の
に
対
し
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

党
は
一
丸
と
な
．
て
反
対
し
た
（
図
－
に
党
派
的
分
割
を
点
響
示
完
以
下
同
じ
）
。
注
意
す
喚
き
は
、
安
保
を
結
ぶ
か
否
か
は
、
郷

自
衛
隊
と
違
い
、
基
本
的
に
憲
法
問
題
と
し
て
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田

・
か
し
安
保
に
反
対
し
た
の
は
・
単
に
イ
デ
オ
。
ギ
上
の
理
由
か
・
だ
け
で
は
な
か
・
た
・
；
号
↓
・
吉
ズ
・
で
あ
免
酬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東

そ
も
そ
も
一
般
的
に
同
盟
に
お
い
て
は
、
緊
密
に
な
る
と
相
手
国
の
紛
争
に
「
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
」
が
増
え
、
疎
遠
に
な
る
と
相
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

国
か
ら
「
見
捨
て
ら
れ
る
危
険
」
が
高
ま
る
と
い
う
デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
社
会
党
も
当
初
よ
り
「
安
保
巻
き
込
ま
れ
論
」
を
唱
え
、
　
　
・

そ
れ
に
代
わ
る
方
策
と
し
て
周
辺
諸
国
と
の
多
国
間
協
調
に
基
づ
く
地
域
安
全
保
障
を
構
想
し
た
。
す
な
わ
ち
日
米
中
ソ
の
間
で
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

的
・
集
団
的
相
互
不
可
侵
条
約
ま
た
は
安
全
保
障
機
構
を
形
成
し
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
地
域
を
非
核
武
装
地
帯
化
す
る
の
で
あ
る
（
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
U
）

核
地
帯
条
約
は
非
現
実
的
で
は
な
く
、
今
日
四
本
存
在
す
る
）
。
社
会
党
の
政
策
は
中
立
で
あ
っ
て
、
共
産
主
義
陣
営
と
の
同
盟
で
は

な
か
っ
た
。
冷
徹
な
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
異
な
る
国
家
と
組
む
こ
と
は
、
歴
史
上
決
し
て
稀
で
は
な
い
。

　
安
保
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
火
種
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
基
地
反
対
運
動
は
そ
の
一
形
態
で
あ
る
。
「
安
保
条
約
は
、
一
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

に
言
え
ば
、
日
本
は
施
設
を
提
供
し
、
ア
メ
リ
カ
は
軍
隊
を
提
供
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
国
軍
隊
が
駐
留
し
住
民
に
被
害
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
に
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
苛
立
ち
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
の
最
た
る
も
の
こ
そ
沖
縄
問
題
で
あ
っ
た
。

　
別
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
動
き
と
し
て
は
自
主
防
衛
論
が
あ
る
。
自
衛
隊
は
「
楯
」
、
米
軍
は
「
槍
」
に
喩
え
ら
れ
た
よ
う

に
、
安
保
体
制
に
組
み
込
ま
れ
た
自
衛
隊
は
在
日
米
軍
を
補
完
す
る
存
在
で
あ
っ
て
、
単
独
で
行
動
す
る
よ
う
に
は
構
成
さ
れ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

い
。
そ
れ
は
装
備
（
哨
戒
や
掃
海
の
重
視
、
米
軍
と
共
同
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
な
ど
）
、
部
隊
編
成
、
指
揮
系
統
（
特
に
空
）
な
ど

に
表
れ
て
い
る
。
逆
に
米
国
は
、
米
軍
の
負
荷
を
減
ら
す
た
め
自
衛
隊
が
弱
す
ぎ
な
い
よ
う
日
本
に
応
分
の
負
担
は
求
め
つ
つ
も
（
量



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

的
拡
大
）
、
米
国
が
制
御
で
き
な
い
ほ
ど
に
は
自
衛
隊
が
強
す
ぎ
な
い
よ
う
求
め
た
（
質
的
統
制
）
。
新
旧
の
日
米
防
衛
協
力
の
指
針

（
い
わ
ゆ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
関
連
法
が
規
定
さ
れ
、
相
互
運
用
性
が
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
軍
民
両
面

で
こ
う
し
た
関
係
は
一
層
深
ま
り
、
か
つ
明
確
に
な
っ
て
い
っ
た
。
一
九
七
〇
年
に
中
曽
根
康
弘
防
衛
庁
長
官
が
唱
え
た
自
主
防
衛
論

（
1
8
）

や
、
時
折
聞
か
れ
る
核
武
装
論
は
、
こ
う
し
た
従
属
的
状
況
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
例
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
日
本
の
軍
事
化
を

懸
念
す
る
周
辺
諸
国
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
米
軍
の
存
在
は
「
瓶
の
蓋
」
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
国
家
性
の
軸
が
前
面
に
出
る
の
は
抑
え
れ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
左
派
と
結
合
し
て
中
立
主
義
化
を

招
く
か
、
右
派
と
結
ん
で
自
主
防
衛
論
を
刺
激
す
る
か
が
懸
念
さ
れ
る
時
に
は
（
か
つ
そ
の
時
の
み
）
、
米
国
は
日
本
国
民
の
安
保
に

対
す
る
支
持
を
繋
ぎ
止
め
る
た
め
に
（
密
約
な
ど
で
自
由
な
基
地
使
用
を
最
大
限
確
保
し
つ
つ
）
日
本
に
譲
歩
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
の
安
保
改
訂
、
一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
、
一
九
九
五
年
以
降
の
沖
縄
基
地
再
編
な
ど
は
、
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。
同
盟

関
係
を
よ
り
強
固
に
す
る
た
あ
に
は
政
治
的
正
統
性
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
基
地
の
機
能
低
下
を
甘
受
し
て
で
も
ナ
シ
ョ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

リ
ズ
ム
を
宥
和
し
た
方
が
得
策
だ
と
、
米
国
は
判
断
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
安
保
は
基
本
的
に
冷
戦
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
、
　
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福

国
家
性
の
側
面
は
抑
制
さ
れ
て
き
た
。

　
（
二
）
　
憲
法

　
憲
法
を
め
ぐ
る
対
立
の
仕
方
は
、
安
保
の
そ
れ
と
は
二
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い
た
。
第
↓
に
党
派
的
分
割
に
つ
い
て
言
え
ば
、
護
憲

と
改
憲
と
の
境
目
が
与
野
党
間
で
は
な
く
与
党
内
に
走
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
社
会
党
が
護
憲
を
看
板
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
自
民
党

左
派
も
ま
た
護
憲
を
奉
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
自
民
党
右
派
が
改
憲
を
主
張
し
た
。
従
っ
て
自
民
党
は
、
た
と
え
政
綱
で

改
憲
を
謳
っ
て
い
た
と
は
言
え
、
改
憲
一
本
で
ま
と
ま
っ
て
い
た
政
党
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
自
民
党
政
権
は
改
憲
を
第
一
の
目
標
と
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し
て
い
な
か
っ
た
。

　
第
二
の
違
い
は
、
憲
法
問
題
が
戦
わ
れ
た
政
策
次
元
が
基
本
的
に
冷
戦
で
は
な
く
国
家
性
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
改
憲
の
根
拠
に
は

申
し
訳
程
度
に
様
々
な
も
の
が
今
日
に
至
る
ま
で
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
主
た
る
も
の
は
九
条
と
「
押
し
つ
け
憲
法
」
論
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
実
質
的
な
内
容
面
で
は
、
軍
隊
が
な
い
国
家
、
戦
争
が
で
き
な
い
国
家
は
、
主
権
国
家
の
本
質
を
欠
く
と
し
て
、
九
条
を
批

判
し
た
。
ま
た
形
式
的
な
手
続
面
で
は
、
「
現
行
憲
法
は
占
領
下
、
日
本
国
民
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
」
か
ら
「
新
た
な
る
自
主
的
憲
法
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
論
難
し
た
。
こ
の
よ
う
に
憲
法
問
題
は
主
権
国
家
の
対
外
的
な
自
立

を
意
識
し
た
議
論
で
あ
っ
て
、
冷
戦
と
は
異
な
る
理
屈
で
あ
る
。
仮
に
冷
戦
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
議
論
は
占
領
の
終
結

に
よ
っ
て
起
き
る
可
能
性
が
十
分
に
高
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
憲
法
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
の
が
自
衛
隊
の
問
題
で
あ
る
。
自
民
党
は
左
派
も
右
派
も
自
衛
隊
の
存
在
を
認
め
る
。
し
か
し
左
派

が
自
衛
隊
は
合
憲
だ
と
押
し
通
す
の
に
対
し
て
、
右
派
は
「
解
釈
上
の
疑
義
」
を
認
め
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
改
憲

の
主
要
根
拠
で
す
ら
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
党
も
ま
た
憲
法
と
自
衛
隊
と
の
乖
離
を
認
め
る
点
で
は
自
民
党
右
派
と
共
通
し
つ
つ
、

変
え
る
べ
き
は
憲
法
で
は
な
く
自
衛
隊
の
方
で
あ
る
と
し
て
、
自
衛
隊
の
廃
止
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
但
し
右
派
社
会
党
は
当
初
自

衛
力
を
持
つ
こ
と
に
は
賛
成
だ
っ
た
）
。
つ
ま
り
自
衛
隊
の
憲
法
的
な
正
統
性
を
疑
う
勢
力
が
多
数
派
を
占
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
保

守
本
流
を
挟
ん
で
左
右
に
対
峙
し
て
い
る
が
た
め
に
、
現
状
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
自
衛
隊
の
存
廃
も
ま
た
、
改
憲
・
護
憲
論
争
と
同
様
、
原
則
的
に
は
冷
戦
で
は
な
く
国
家
性
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
る
。
合
憲
派
は

「
独
立
国
家
の
自
衛
権
の
観
念
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
、
九
条
の
下
で
の
自
衛
隊
を
正
当
化
す
る
。
つ
ま
り
完
全
な

国
家
、
「
普
通
の
国
」
で
あ
れ
ば
、
軍
隊
を
持
つ
の
は
当
然
の
法
理
で
あ
る
と
い
う
ド
グ
マ
が
こ
こ
に
は
流
れ
て
お
り
、
国
家
や
主
権

を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
議
論
で
あ
る
。
同
じ
論
理
は
軍
隊
の
保
持
だ
け
で
は
な
く
海
外
派
遣
に
も
適
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用
さ
れ
、
P
K
O
法
か
ら
近
年
の
テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
・
イ
ラ
ク
特
別
措
置
法
に
至
る
対
立
図
式
も
こ
の
延
長
上
に
あ
る
。
こ
れ
ら

は
冷
戦
と
は
一
応
別
問
題
で
あ
る
。
何
故
な
ら
米
国
と
同
盟
を
組
む
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
自
衛
隊
（
軍
隊
）
を
持
つ
か
否
か
、

あ
る
い
は
海
外
に
送
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
は
、
論
理
的
に
は
別
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
反
米
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
れ

ば
、
武
装
中
立
も
あ
り
得
る
。

　
国
家
性
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
は
、
周
辺
諸
国
と
の
関
係
で
も
見
ら
れ
た
。
周
辺
諸
国
は
単

に
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
な
反
発
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
純
粋
な
東
ア
ジ
ア
の
パ
ワ
i
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
上
か
ら
も
、
戦
前
的
な
日
本

軍
国
主
義
の
復
活
を
懸
念
し
、
自
衛
隊
の
増
強
に
警
戒
心
を
隠
さ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
日
本
国
内
に
あ
っ
て
周
辺
諸
国
の
懸
念
を
配
慮

す
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
日
本
の
軍
事
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
批
判
的
で
あ
っ
た
。
日
本
政
府
も
ま
た
非
核
三
原
則
や
G
N
P
一
％
枠

の
設
定
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
警
戒
感
を
少
し
で
も
懐
柔
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
国
内
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
も
ま
た
、
自
衛
隊
を
持
ち
整
備
を
図
る
の
は
、
主
権
国
家
た
る
日
本
の
自
由
で
あ
り
、
他
国
の
内
政
干
渉
に
屈
す
る
べ
き
で
は
な
い
、

と
反
発
し
た
。

福元

　
（
三
）
　
ア
ジ
ア
①
　
分
断
国
家
と
の
国
交

　
日
本
以
外
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
日
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
冷
戦
の
軸
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
軸
と
二
種
類
の
問
題
が
混
在
し
て

い
た
。
冷
戦
の
次
元
で
は
、
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
進
行
に
よ
っ
て
中
国
・
朝
鮮
半
島
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
が
分
断
国
家
と
な
る
中
、
ど
ち
ら
の

国
家
を
承
認
し
、
講
和
を
結
び
、
国
交
を
回
復
し
、
賠
償
問
題
を
解
決
す
る
か
、
と
い
う
争
点
が
あ
っ
た
。
し
か
し
中
国
を
め
ぐ
り
与

党
自
民
党
は
親
台
湾
派
と
親
北
京
派
と
の
間
で
深
刻
な
対
立
を
抱
え
て
い
た
。
つ
ま
り
党
派
的
分
割
は
与
党
分
断
的
で
あ
っ
た
。

　
自
民
党
親
北
京
派
の
存
在
は
、
冷
戦
的
思
考
か
ら
す
れ
ば
矛
盾
だ
が
、
地
域
経
済
を
重
視
す
る
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
発
想
か
ら
す
れ
ば
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不
思
議
で
は
な
い
。
戦
前
の
中
国
は
日
本
に
と
っ
て
輸
出
入
両
面
で
重
要
な
市
場
で
あ
り
、
そ
れ
故
人
脈
も
豊
富
に
築
か
れ
て
い
た
か

ら
、
戦
後
も
貿
易
．
投
資
に
よ
る
経
済
的
利
益
を
考
え
れ
ば
、
大
陸
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
共
産
党
政
権
と
国
交
を
結
ぶ
こ
と
に

は
、
十
分
な
理
由
が
あ
っ
た
。
実
際
、
吉
田
茂
政
権
は
最
後
ま
で
中
共
と
国
交
を
開
く
途
を
残
し
て
お
く
こ
と
に
腐
心
し
た
し
、
親
台

湾
派
の
巨
魁
で
あ
っ
た
岸
信
介
首
相
で
す
ら
、
実
際
に
は
大
陸
と
の
貿
易
を
進
め
る
「
二
つ
の
中
国
」
に
与
し
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。

社
会
党
が
中
共
と
の
関
係
を
重
視
し
た
の
も
、
単
に
冷
戦
的
な
反
応
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
経
済
圏
的
な
構
想
が
背
後
に
あ
っ

　
　
　
（
2
2
）

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
リ
：
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
日
米
同
盟
に
圧
倒
さ
れ
た
。
政
治
面
で
は
、
保
守
政
権
は
米
国
の
圧
力
に
よ
り
日
華
平
和

条
約
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
中
共
と
対
峙
し
た
。
ま
た
経
済
面
で
は
、
中
国
市
場
を
喪
失
し
た
日
本
に
対
し
、
米
国
は
自
ら
の
原
料
市
場

を
売
り
つ
け
る
と
と
も
に
、
原
料
供
給
地
・
製
品
輸
出
市
場
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
を
開
拓
し
、
韓
国
も
日
本
を
補
完
す
る
形
で
垂
直
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

な
地
域
的
分
業
体
制
に
組
み
込
ん
で
い
く
。
西
側
陣
営
に
立
つ
周
辺
諸
国
と
の
間
で
経
済
的
関
係
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
治
的

関
係
を
良
好
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
挺
子
入
れ
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
が
賠
償
も
し
く
は
そ
の
一
部
的
代
替
措
置
（
準
賠
償
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
餌
）

た
る
無
償
・
有
償
経
済
協
力
で
あ
っ
た
。

　
自
民
党
親
北
京
派
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
問
題
研
究
会
（
A
A
研
）
も
ま
た
冷
戦
に
沿
っ
て
、
中
共
ば
か
り
で
な
く
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

や
北
朝
鮮
あ
る
い
は
韓
国
の
反
政
府
勢
力
（
金
大
中
）
と
の
つ
な
が
り
を
重
視
し
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
な
く
体
系
的

な
日
米
同
盟
批
判
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
例
え
ば
代
表
格
で
あ
る
古
井
喜
実
は
、
一
九
六
八
年
の
米
原
子
力
空
母
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ

の
佐
世
保
寄
港
に
対
し
て
、
核
持
込
み
の
疑
惑
が
あ
る
以
上
、
安
保
条
約
に
基
づ
き
事
前
協
議
を
す
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
同
空
母
が

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
北
爆
に
参
加
す
る
の
は
、
安
保
条
約
に
言
う
「
極
東
の
範
囲
」
「
日
本
の
安
全
」
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
二
点
を
挙

げ
て
・
反
鷲
煙
・
同
じ
く
筆
頭
格
の
宇
響
驚
は
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
鐘
由
に
安
保
を
批
判
や
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一
九
七
一
年
の
米
中
接
近
で
重
し
が
と
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
翌
年
日
中
国
交
正
常
化
が
果
た
さ
れ
る
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
親
台
湾

派
は
自
民
党
内
に
存
続
し
て
お
り
、
与
党
内
が
対
立
す
る
と
い
う
党
派
的
分
割
自
体
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
現
状
変
更
の
た
め
に
運
動

が
必
要
な
側
が
新
北
京
派
か
ら
親
台
湾
派
に
交
替
し
た
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
は
あ
く
ま
で
冷
戦
的
視

角
か
ら
捉
え
ら
れ
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
抑
圧
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
（
四
）
　
ア
ジ
ア
②
一
戦
争
責
任

　
以
上
に
対
し
て
戦
争
責
任
問
題
、
す
な
わ
ち
戦
前
の
植
民
地
支
配
及
び
戦
争
の
記
憶
か
ら
来
る
、
周
辺
諸
国
の
日
本
に
対
す
る
根
深

い
不
信
感
に
積
極
的
に
対
処
す
る
か
否
か
は
、
冷
戦
で
な
く
国
家
性
の
政
策
次
元
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
講
和
条
約
を
結
ん
だ
か
、
賠
償

を
支
払
っ
た
か
と
い
う
（
国
際
）
法
的
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
地
域
的
な
周
辺
諸
国
と
安
定
し
た
「
友
好
関
係
」
を
築
け
る
か
と
い
う

政
治
的
問
題
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
資
本
主
義
陣
営
で
あ
れ
共
産
主
義
陣
営
で
あ
れ
等
し
く
当
て
は
ま
る
問
題
だ
か
ら
、
冷
戦
の
枠
組
で
は
描
き
切
れ
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
信
頼
関
係
の
不
足
が
西
側
陣
営
内
側
で
さ
え
結
束
力
の
低
下
を
導
い
た
こ
と
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
西
太
平
洋
の
資
本
主

義
陣
営
は
、
東
ア
ジ
ア
版
N
A
T
O
と
し
て
構
想
さ
れ
た
太
平
洋
協
定
の
失
敗
に
よ
り
、
多
角
的
安
全
保
障
の
枠
組
を
と
ら
ず
、
域
外

の
米
国
と
二
国
間
条
約
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
米
国
を
要
と
し
た
ブ
リ
ッ
ジ
型
の
安
全
保
障
体
制
を
敷
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

が
・
そ
の
一
因
と
し
て
反
日
意
繋
あ
・
．
耀
・
戦
争
責
任
の
未
解
決
は
東
ア
ジ
ア
地
域
の
統
合
を
阻
室
・
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
ボ
イ
・

ッ
ト
運
動
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
日
本
と
周
辺
諸
国
と
の
経
済
的
関
係
を
不
安
定
に
し
、
他
国
に
外
交
力
！
ド
と
し
て
謝
罪
と
補
償
の
要

求
を
許
す
と
い
う
隙
を
与
え
る
結
果
に
な
り
、
日
本
に
と
り
外
交
上
の
国
益
を
も
損
な
っ
た
。

　
し
か
し
戦
争
責
任
を
認
め
謝
罪
す
る
こ
と
は
、
国
内
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
反
発
を
招
く
が
故
に
、
容
易
に
は
な
し
得
な
か
っ
た
。
賠

元福安保・憲法・アジァ121



償
を
支
払
っ
た
の
は
四
ヶ
国
（
ビ
ル
マ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
に
対
し
て
だ
け
で
あ
り
、
他
の
ア
ジ
ア

諸
国
（
韓
国
、
タ
イ
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
デ
ィ
ア
、
ラ
オ
ス
、
モ
ン
ゴ
ル
、
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

へ
は
無
償
経
済
技
術
協
力
と
い
う
名
義
に
し
て
責
任
の
明
確
化
を
避
け
た
。
外
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
、
内
政
干
渉
で
あ
る
と
か
、

謝
罪
す
る
の
は
自
虐
史
観
で
あ
る
、
と
い
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
反
発
が
生
ま
れ
た
。
政
治
家
が
植
民
地
支
配
や
太
平
洋
戦

争
を
正
当
化
す
る
「
失
言
」
を
時
折
吐
く
の
は
、
そ
れ
に
同
調
す
る
有
権
者
が
（
少
な
く
と
も
）
一
定
数
い
る
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
党
派
的
分
割
に
目
を
移
す
と
、
戦
争
責
任
が
国
内
対
立
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
戦
後
三
十
年
余
り
な
か
っ
た
。
象
徴

的
な
例
と
し
て
、
日
韓
基
本
条
約
承
認
の
際
に
社
会
党
が
反
対
し
た
理
由
付
け
を
挙
げ
て
お
き
施
・
戦
争
責
任
と
謝
罪
が
明
確
で
な

い
と
か
、
経
済
協
力
の
金
額
が
足
り
な
い
な
ど
と
い
っ
た
、
当
時
の
韓
国
で
批
判
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
今
日
の
野
党
な
ら
非
難
し

そ
う
な
こ
と
は
、
一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
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韓
国
側
の
主
張
す
る
請
求
権
は
、
確
た
る
根
拠
の
あ
る
も
の
は
少
な
く
、
幾
ら
多
目
に
見
積
も
り
ま
し
て
も
七
千
万
ド
ル
く
ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
（
中
略
）
民
間
経
済
協
力
資
金
は
韓
国
側
に
こ
れ
ま
た
押
し
ま
く
ら
れ
ま
し
て
、
つ
い
に
三
億
ド
ル
以
上

と
い
う
こ
と
に
き
め
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
ゆ
え
に
、
あ
ま
り
多
額
で
な
い
こ
の
請
求
権
な
る
も
の
が
、

八
億
ド
ル
の
経
済
協
力
に
す
り
か
え
ら
れ
た
の
か
（
傍
点
引
用
者
）

と
い
う
具
合
に
、
む
し
ろ
多
す
ぎ
る
こ
と
が
槍
玉
に
挙
げ
ら
れ
た
。
腐
敗
し
た
軍
事
政
権
が
浪
費
す
る
と
い
う
懸
念
を
割
り
引
い
た
と

し
て
も
、
社
会
党
が
自
民
党
よ
り
贈
罪
意
識
が
強
か
っ
た
と
は
言
い
難
い
（
「
竹
島
を
韓
国
に
対
し
て
放
棄
し
て
し
ま
っ
た
」
と
し
、

漁
業
協
定
を
冒
国
の
漁
民
の
人
権
、
財
産
権
を
無
視
し
・
ふ
み
に
じ
る
よ
う
な
無
謀
な
射
L
と
す
る
批
判
も
・
ナ
シ
・
ナ
リ
ス
テ



イ
ッ
ク
で
あ
る
）
。
彼
ら
が
反
対
し
た
の
は
、
い
わ
ば
単
独
講
和
で
あ
る
点
だ
っ
た
。

隣
国
は
韓
国
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
に
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
、
い
わ
ゆ
る
北
鮮
が
存
在
を
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
で
は
、
こ
れ
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
（
中
略
）
日
本
は
、
台
湾
と
国
交
を
持
っ
て
い
る
が
、
中
国
、
北
京
政
権
と
は
ど

う
な
の
か
。
ま
た
、
南
ベ
ト
ナ
ム
と
は
国
交
を
持
っ
て
い
る
が
、
北
ベ
ト
ナ
ム
は
、
こ
れ
を
承
認
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
（
中
略
）
国
家
間
で
は
、
自
由
陣
営
に
属
す
る
諸
国
と
だ
け
の
結
束
を
固
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
ざ
わ
ざ
中
国
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
話
ま
で
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
冷
戦
思
考
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な

構
想
に
対
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
冷
戦
が
国
家
性
を
め
ぐ
る
対
立
と
し
て
の
戦
争
責
任
問
題
を
隠
蔽
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
戦
争
責
任
問
題
が
国
内
で
も
火
を
噴
き
始
め
る
の
が
、
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
で
あ
る
。
ま
た
戦
後
替
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

折
な
さ
れ
て
き
た
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
も
、
一
九
八
五
年
の
中
曽
根
参
拝
以
降
、
国
内
外
で
争
点
化
す
る
。
ま
た
国
家
に
対
す
る
賠
　
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詔
）

償
と
は
別
に
個
人
（
従
軍
慰
安
婦
な
ど
）
に
対
す
る
戦
後
補
償
も
政
治
問
題
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
以
降
、
野
党
は
戦
争
責
任

の
解
決
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
批
判
す
る
よ
う
に
な
り
、
与
野
党
間
の
党
派
的
分
割
が
よ
う
や
く
生
じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
汀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法

　
（
五
）
　
自
民
党
政
権
の
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憲

以
上
見
た
通
り
、
憲
法
や
中
国
問
題
な
ど
の
よ
う
に
、
党
派
的
分
割
が
与
党
自
民
党
内
を
走
り
、
む
し
ろ
自
民
党
左
派
と
社
会
党
の
蘇

間
の
方
が
一
致
す
る
、
と
い
う
争
点
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
実
際
、
例
え
ば
三
木
武
夫
首
相
誕
生
や
河
野
謙
三
参
院
議
長
選
出
の
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

見
ら
れ
た
よ
う
に
、
党
内
最
左
派
の
三
木
派
と
野
党
と
の
連
合
は
あ
り
得
な
い
話
で
は
な
か
っ
た
。
で
は
何
故
保
守
合
同
は
崩
壊
せ
ず
、
1
2



護
憲
派
は
結
集
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
一
九
五
〇
年
代
に
、
憲
法
．
再
軍
備
問
題
で
は
な
く
安
保
が
規
定
軸
と
し
て
優
位
に
立
っ
て
い
き
、
両
社
統
一
と
保
守
合
同
と
い
う

五
五
年
体
制
へ
と
結
実
し
、
片
山
・
芦
田
内
閣
期
の
よ
う
な
第
二
保
守
党
と
社
会
党
と
の
連
立
と
い
う
芽
は
完
全
に
摘
ま
魅
・
一
九

六
〇
年
に
戦
わ
れ
た
の
が
安
保
闘
争
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
社
両
党
が
最
も
激
し
く
衝
突
し
た
の
は
憲
法
・
自

衛
隊
で
は
な
く
安
保
で
あ
っ
た
。
現
に
、
国
会
審
議
に
お
け
る
自
衛
隊
法
・
防
衛
庁
設
置
法
改
正
案
の
セ
イ
リ
エ
ン
ス
は
、
ど
ん
ど
ん

　
　
　
　
　
　
め
　

下
が
っ
て
い
っ
た
。
冷
戦
の
原
理
が
国
家
性
の
論
理
を
一
貫
し
て
凌
駕
し
た
こ
と
こ
そ
が
、
憲
法
を
め
ぐ
る
党
内
対
立
に
悩
ま
さ
れ
た

自
民
党
を
し
て
、
反
土
ハ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
一
致
団
結
へ
と
走
ら
せ
た
要
因
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
改
憲
派
が
自
民
党
に
多
数
い
な
が
ら
そ
の
実
現
に
遭
進
で
き
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
問
題
が
セ
イ
リ
エ
ン
ト
で
な
か
っ
た
こ
と

が
一
因
だ
っ
た
。
無
論
、
国
会
の
発
議
に
必
要
な
三
分
の
二
の
議
席
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
大
き
い
が
、
仮
に
こ
の
条
件
を
ク

リ
ア
し
た
と
し
て
も
、
所
属
議
員
の
全
て
が
改
憲
派
だ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
果
た
し
て
改
憲
を
発
議
で
き
た
か
疑
わ

し
い
。
そ
の
証
拠
に
、
同
根
の
争
点
で
あ
る
防
衛
庁
昇
格
問
題
は
、
過
半
数
さ
え
握
れ
ば
実
現
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ

に
成
功
し
て
い
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
現
状
維
持
で
あ
る
護
憲
派
は
、
た
と
え
与
野
党
に
分
か
れ
て
い
て
も
そ
の
意
向
を
達
成
で
き
た

が
故
に
、
皮
肉
に
も
護
憲
の
た
め
に
政
治
勢
力
の
結
集
を
図
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
A
研
と
A
A
研
の
数
量
分
析

　
最
後
に
、
冷
戦
の
政
策
次
元
で
与
党
内
に
分
割
線
が
走
る
中
国
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
以
上
の
知
見
を
い
く
つ
か
数
量
的
に
確
認
す

る
。



表1　自民党議員の意見対立のクロス表

尤度比カイニ乗 日米安全保障条約 （％）

0，000 長期固定 自動延長 慎重

中国問題A研（親台湾派） 90．5 58．3 11．1

AA研（親北京派） 9．5 41．7 88．9

N 42 12 18

尤度比カイニ乗
　　O．604

憲法問題 改憲

その他

　　中国問題（％）
　A研　　　　　AA研
（親台湾派）　　（親北京派）

10．8

89．2
　
0

の
a

7
「
（
コ

尤度比カイニ乗
@　0．466

　　日米安全保障条約
ｷ期固定　自動延長

（％）

T重

憲法問題　改憲 12．0　　　16．0 16．7

その他 88．0　　　84．0 83．3

N 75　　　　25 24

中国問題については，A研とAA研の両方に所属した者，

も所属しなかった者を除く。

どちらに

　
ま
ず
冷
戦
と
国
家
性
の
政
策
次
元
が
異
な
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
こ
こ
で
は
自
民
党
議
員
の
中
で
、

同
じ
冷
戦
上
の
対
立
で
あ
る
中
国
に
対
す
る
姿
勢

と
安
保
に
対
す
る
評
価
は
連
動
す
る
が
、
改
憲
か

護
憲
か
と
い
う
国
家
性
軸
上
の
対
立
は
そ
れ
ら
と

は
相
関
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
旦
ハ
体
的
な
指
標
と

し
て
、
ま
ず
中
国
問
題
に
つ
い
て
は
、
親
台
湾
派

で
あ
る
ア
ジ
ア
問
題
研
究
会
（
A
研
）
と
親
北
京

派
で
あ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
問
題
研
究
会
（
A

A
研
）
と
の
い
ず
れ
に
所
属
し
た
か
を
用
い
る

（
両
方
に
所
属
し
た
者
、
ど
ち
ら
に
も
所
属
し
な

か
っ
た
者
は
除
く
）
。
ま
た
安
保
に
つ
い
て
は
、

自
民
党
衆
議
院
議
員
の
安
保
に
対
す
る
姿
勢
を
、

長
期
固
定
、
自
動
延
長
、
慎
重
の
三
つ
に
分
類
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

た
一
九
六
六
年
の
調
査
を
用
い
る
。
憲
法
に
つ
い

て
は
、
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
憲
法
調
査
会
が
一
九

六
四
年
に
出
し
た
報
告
書
で
憲
法
の
「
改
正
を
要

す
る
」
と
の
意
見
を
出
し
た
委
員
か
否
か
に
着
目
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（
3
8
）

す
る
（
無
論
、
憲
法
調
査
会
の
委
員
と
な
ら
な
か
っ
た
改
憲
派
も
多
く
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
他
の
対
立
軸
と
の
関
係
を
見
る
上
で
は

こ
れ
で
十
分
で
あ
る
）
。

　
以
上
三
つ
の
指
標
間
の
ク
ロ
ス
表
を
と
っ
た
の
が
表
1
で
あ
る
。
す
る
と
予
想
通
り
、
安
保
に
前
向
き
な
議
員
ほ
ど
台
湾
を
支
持
し

て
お
り
、
安
保
と
中
国
問
題
が
同
一
の
対
立
軸
上
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
方
で
中
国
問
題
と
改
憲
、
あ
る
い
は
安
保
と
改
憲
は
、

統
計
的
に
有
意
な
関
係
が
見
い
だ
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
対
立
軸
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。

　
で
は
中
国
問
題
を
め
ぐ
っ
て
自
民
党
議
員
が
A
研
に
入
る
か
、
A
A
研
に
入
る
か
を
分
け
た
要
因
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
先
駆
的
な
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

究
が
同
じ
デ
ー
タ
を
用
い
た
福
井
治
弘
の
分
析
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
A
研
に
多
い
の
は
主
流
派
、
元
官
僚
で
あ
る
こ
と
、
他
方
A
A

研
は
非
主
流
派
、
報
道
機
関
出
身
者
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
お
り
、
実
業
家
出
身
や
地
方
政
治
家
も
比
較
的
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
も
、
A
研
と
A
A
研
そ
れ
ぞ
れ
に
入
っ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
二
値
変
数
を
従
属
変
数
と
す
る
ロ
ジ

ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
を
行
う
に
あ
た
り
、
主
流
派
閥
か
否
か
、
上
記
の
各
職
歴
を
持
つ
か
否
か
と
い
う
ダ
ミ
i
変
数
を
説
明
変
数
と

　
　
　
（
4
0
）

し
て
用
い
る
。

　
さ
ら
に
福
井
が
考
慮
し
て
い
な
い
要
因
を
い
く
つ
か
説
明
変
数
に
取
り
込
む
。
ま
ず
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
立
場
で
あ
る
。
こ
れ

は
先
程
の
安
保
に
対
す
る
姿
勢
が
代
理
変
数
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
長
期
固
定
が
三
、
自
動
延
長
が
二
、
態
度
不
明
が
一
（
現
状
維
持

だ
と
考
え
ら
れ
る
た
あ
）
、
慎
重
が
○
の
値
を
と
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
変
数
を
日
米
安
保
重
視
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
次
に
、
中
共
と
の
関

係
が
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
大
陸
と
の
交
易
が
盛
ん
な
選
挙
区
を
抱
え
て
い
る
議
員
ほ
ど
、
日
中
国
交
回
復

に
前
向
き
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
。
そ
こ
で
選
挙
区
県
の
卸
売
業
・
小
売
業
事
業
所
一
万
あ
た
り
の
（
大
陸
と
の
）
友
好
商
社
数
（
友

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

好
商
社
密
度
）
を
説
明
変
数
に
加
え
る
。
ま
た
戦
前
の
経
験
が
長
い
ほ
ど
大
陸
と
の
関
係
を
重
視
す
る
だ
ろ
う
の
で
、
そ
の
指
標
と
し

　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

て
当
選
回
数
と
年
齢
を
取
り
上
げ
る
。
最
後
に
選
挙
が
危
な
い
議
員
は
右
翼
バ
ネ
を
期
待
し
て
A
研
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
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表2　組織加入の回帰分析

主流派

高級官僚

報道関係者

経営者

地方政治家

日米安保重視

友好商社密度

当選回数

年齢

得票比

定数

Cox＆Snell　R2乗

Nagelkerke　R2乗

N

　　　ロジスティック回帰分析

A研（親台湾派）　AA研（親北京派）改憲意見表明
単独加入　全加入　単独加入　全加入

1．007＊

O．383‡

0．682

0，925

1．003

0．476

0．622

0．710

1．538＊＊＊　　1．540＊ホ串

0．999　　　　0．952

1．024　　　　0．856零串

0．960‡宰　　0．977

0．991　　　　0．986串

3．333　　　1L686＊＊

O．150

0．209

280

0．405牌

0．997

2．010

2．305綿

1．184

0．396率＊率

0
ゾ
沿
U
2
8
0
0

9
σ
8
1
9
1

Q
U
O
J
O
9
農
∪

0
0
1
0
0

0．438＊＊零

0．994

1．949

1．694

0．842

0．519＊＊＊

0．916

0．824零＊零

1．027

0．993

1．888

O．159　　　　0．150　　　　0．180

0．213　　　　0．236　　　　0．253

280　　　　　　280　　　　　　280

U48
1．013林

0．000

0．572

1．012

1．1ユ9

1．118

1．536＊準＊

0．972

1．005

0．011掌

重回帰分析

日米安保重視

0，593串串＊

0．002

－0．112

－0．264ホ

ー0．080

一〇．008

0．037＃

O．015

0。001

0．115

調整済みR2乗
　　0．148

　　280

ロジスティック回帰分析の係数は指数化係数。重回帰分析のみ非標準化係数。

単独加入は他方の研究会に入っていない者のみ。
ゆ＃ o＜0．01　＃p＜0．05　’p＜0，1

　
単
独
加
入
の
場
合
は
、
い
く
つ
か
の
福
井
の
知
見
が
確
認
さ

れ
る
（
福
井
は
単
独
加
入
の
み
を
分
析
し
て
い
る
）
。
す
な
わ

ち
主
流
派
、
高
級
官
僚
出
身
（
但
し
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
効
果
は

な
い
）
、
非
報
道
関
係
者
に
A
研
が
多
く
、
非
主
流
派
、
経
営

者
に
A
A
研
が
多
い
（
報
道
関
係
者
も
係
数
は
大
き
い
）
。
し

か
し
そ
う
し
た
派
閥
闘
争
や
前
職
だ
け
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、

本
稿
で
新
た
に
予
想
し
た
通
り
、
日
米
安
保
へ
の
賛
否
が
同
じ

す
る
o
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は
定
数
の
違
い
を
調
整
し
た
選
挙
の
強
さ
を
表
す
た
め
、
直
近

選
挙
に
お
け
る
得
票
数
の
ド
ル
ー
プ
商
に
対
す
る
比
率
（
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

単
に
「
得
票
比
」
と
呼
ぶ
）
を
用
い
る
。

　
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析
の
係
数
を
指
数
化
し
て
表
2
に

報
告
し
た
。
係
数
が
統
計
的
に
有
意
に
（
こ
の
場
合
＊
印
が
つ

い
て
い
る
）
一
よ
り
大
き
い
と
加
入
す
る
確
率
が
よ
り
高
ま
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
）

こ
と
を
、
一
よ
り
小
さ
い
と
低
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま

た
組
織
加
入
の
従
属
変
数
は
、
一
方
に
し
か
入
っ
て
い
な
い
単

独
加
入
と
、
二
股
も
含
む
全
加
入
者
の
二
種
類
に
つ
い
て
分
析

し
た
。
単
独
加
入
は
そ
れ
だ
け
強
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
意
味



　　日
20r

■A研
mコAA研

15

10

5

0

646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293年

図2　A研とAA研の『朝日新聞』見出し掲載日数

冷
戦
の
枠
組
で
そ
の
ま
ま
中
国
問
題
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
戦
前
の
大
陸

と
の
つ
な
が
り
が
薄
く
、
冷
戦
の
政
治
的
社
会
化
を
よ
り
若
い
時
に
受
け
た
若

年
層
ほ
ど
A
研
に
所
属
す
る
こ
と
も
、
新
た
に
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
よ
り
興
味
深
い
の
は
重
複
加
入
も
含
め
た
全
加
入
者
の
分
析
で
あ
る
。
主
流

派
と
非
主
流
派
の
対
立
、
冷
戦
の
影
響
は
変
わ
ら
な
い
が
、
選
挙
に
弱
い
議
員

は
A
研
に
入
り
や
す
い
こ
と
、
A
研
に
せ
よ
A
A
研
に
せ
よ
当
選
回
数
が
少
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

い
ほ
ど
組
織
加
入
に
よ
っ
て
ア
ピ
ー
ル
を
図
っ
て
い
る
こ
と
、
か
わ
っ
て
職
歴

の
特
徴
は
明
瞭
で
な
く
な
る
こ
と
、
な
ど
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
は
組
織
加
入
が
（
正
負
の
）
宣
伝
効
果
を
持
つ
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。

　
な
お
参
考
ま
で
に
改
憲
意
見
を
憲
法
調
査
会
で
述
べ
た
か
否
か
の
ダ
ミ
ー
変

数
を
従
属
変
数
と
し
て
、
同
じ
独
立
変
数
に
よ
る
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
回
帰
分
析

の
結
果
も
示
し
て
お
い
た
。
当
選
回
数
が
多
い
議
員
や
高
級
官
僚
出
身
者
が
憲

法
調
査
会
委
員
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
日
米
安
保
重
視
を
従

属
変
数
と
し
た
通
常
の
重
回
帰
分
析
を
行
っ
て
み
る
と
（
重
回
帰
分
析
の
係
数

は
指
数
化
し
て
お
ら
ず
、
正
だ
と
従
属
変
数
が
増
え
る
こ
と
を
、
負
だ
と
減
る

こ
と
を
意
味
す
る
）
、
主
流
派
で
年
輩
で
あ
る
ほ
ど
安
保
に
積
極
的
で
、
経
営

者
は
逆
に
消
極
的
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
最
後
に
、
A
研
と
A
A
研
の
活
動
量
の
歴
史
的
推
移
を
見
て
お
く
。
現
状
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持
で
は
な
く
現
状
変
更
を
求
め
る
側
が
政
治
運
動
を
活
発
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
当
初
は
A
A
研
が
積
極
的
で
、
後
か
ら
A
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

が
伸
び
て
く
る
と
予
想
さ
れ
る
。
A
研
は
非
定
期
的
な
が
ら
二
週
間
に
一
度
会
合
を
開
い
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
形
式
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

な
会
議
の
頻
度
に
比
べ
て
、
新
聞
で
の
報
道
頻
度
は
よ
り
実
質
的
な
政
治
活
動
量
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
『
朝
日
新
聞
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

の
見
出
し
に
出
た
日
数
の
推
移
を
追
っ
た
の
が
図
2
で
あ
る
。

　
こ
の
図
に
よ
る
と
、
一
九
六
四
年
に
結
成
の
動
き
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
全
般
的
に
A
A
研
の
方
が
活
発
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
A
研
の

活
動
は
中
国
政
策
が
転
換
し
た
後
の
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
記
事
が
多
い
年
の
う
ち
、
一
九
七

三
年
は
金
大
中
事
件
、
一
九
七
八
年
は
日
中
平
和
友
好
条
約
と
尖
閣
諸
島
問
題
、
一
九
八
〇
年
は
A
A
研
訪
朝
団
、
一
九
八
一
年
は
A

A
研
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
訪
問
団
、
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
冷
戦
に
よ
る
米
国
か
ら
の
要
求
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
求
あ
る
国
内
か
ら
の
要
求
、
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
来
る
東
ア
ジ
ア
の
要

求
、
こ
れ
ら
三
つ
は
し
ば
し
ば
相
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
全
て
を
同
時
に
満
た
す
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
突
き
動

か
さ
れ
て
国
内
対
立
は
惹
起
さ
れ
た
が
、
冷
戦
優
位
の
中
で
成
立
し
た
自
民
党
政
権
は
日
米
同
盟
を
他
の
何
に
も
ま
し
て
優
先
さ
せ
た
。

し
か
し
そ
れ
は
、
国
内
民
族
主
義
と
近
隣
地
域
主
義
を
満
足
さ
せ
得
な
い
と
い
う
代
償
を
半
ば
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
我
々

は
と
も
す
れ
ば
現
に
採
ら
れ
た
政
策
が
必
然
的
結
果
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
受
け
止
め
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
い
く
つ
か
あ
っ
た
政

策
案
の
う
ち
の
一
つ
が
苦
渋
の
末
に
選
択
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
今
一
度
思
い
を
致
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
戦
後
日

本
外
交
を
め
ぐ
る
国
内
対
立
の
問
題
点
の
一
つ
は
、
国
家
性
を
め
ぐ
る
対
立
軸
が
、
国
内
冷
戦
の
陰
に
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
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た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
し
か
し
一
九
九
四
年
に
社
会
党
が
一
八
〇
度
路
線
転
換
し
安
保
を
許
容
す
る
こ
と
で
、
国
内
冷
戦
は
終
結
す
る
。
そ
の
結
果
、
冷
戦

の
政
策
次
元
は
も
は
や
政
権
形
成
を
規
定
す
る
セ
イ
リ
エ
ン
ト
な
軸
で
は
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
の
が
、
沖
縄
米
軍
基
地
存
続
に
必
要
な
一
九
九
七
年
の
駐
留
軍
用
地
特
別
措
置
法
改
正
案
を
め
ぐ
り
、
与
党
の
社
会
民
主
党

が
反
対
し
新
進
党
を
は
じ
め
多
く
の
野
党
が
賛
成
に
回
る
と
い
う
交
差
投
票
が
起
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遂
に
保
保
連
合
へ
の
組
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

替
え
が
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
東
ア
ジ
ア
国
際
冷
戦
は
今
な
お
続
い
て
い
る
が
、
朝
鮮
半
島
と
台
湾
海
峡
の
分
断
が

終
焉
し
た
暁
に
、
米
国
が
な
お
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
維
持
す
る
か
は
、
決
し
て
予
断
を
許
さ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
国
内
外
で
冷
戦
の
セ
イ
リ
エ
ン
ス
が
下
が
っ
て
き
た
今
日
、
単
純
な
冷
戦
史
観
に
よ
っ
て
不
可
視
化
さ
れ
て
（
は
い
て

も
存
在
し
て
）
き
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
対
立
が
、
次
第
に
前
面
に
出
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
か

つ
て
ソ
連
崩
壊
後
に
民
族
問
題
が
表
面
化
し
た
よ
う
に
）
。
そ
れ
が
セ
イ
リ
エ
ン
ト
な
軸
と
な
っ
て
規
程
す
る
政
権
枠
組
は
、
従
来
の

自
社
対
立
と
は
異
な
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
冷
戦
が
自
社
対
立
を
も
た
ら
し
た
こ
と
、
冷
戦
が
終
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は

誰
で
も
知
っ
て
い
る
が
、
冷
戦
が
何
を
妨
げ
て
き
た
か
、
冷
戦
後
新
た
に
現
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
世
界
が
、
実
は
冷
戦
が
隠
し

て
き
た
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
明
の
こ
と
で
も
あ
る
ま
い
。
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注
（
1
）
　
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
、
福
元
健
太
郎
「
（
書
評
）
勺
9
霞
9

　
　
函
簿
N
①
濤
け
働
P
O
ミ
欝
、
ミ
〉
δ
、
ミ
⑦
Ω
嵩
駄
き
翫
§
ミ
暫
§
－

　
　
、
馬
量
、
℃
o
§
⑪
§
駄
ミ
§
Ω
q
詳
℃
o
°
。
§
ミ
営
§
」
『
国

　
　
家
学
会
雑
誌
』
第
一
一
二
巻
三
・
四
号
、
有
斐
閣
、
一
九
九
九

　
　
年
、
二
二
二
ー
二
五
頁
、
で
も
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
。

（
2
）
　
神
島
二
郎
「
序
説
」
日
本
政
治
学
会
編
『
年
報
政
治
学
　
一

　
　
九
七
七
　
五
五
年
体
制
の
形
成
と
崩
壊
』
岩
波
書
店
、
一
九
七

　
　
九
年
、
一
ー
四
頁
。

（
3
）
　
酒
井
哲
哉
「
『
九
条
1
1
安
保
体
制
』
の
終
焉
－
戦
後
日
本

　
　
外
交
と
政
党
政
治
」
『
国
際
問
題
』
第
三
七
二
号
、
日
本
国
際

　
　
問
題
研
究
所
、
一
九
九
｝
年
、
三
ニ
ー
四
五
頁
。

（
4
）
　
蒲
島
郁
夫
・
竹
中
佳
彦
『
現
代
日
本
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

　
　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
は
国
民
の
間
で
の
イ
デ
オ

　
　
ロ
ギ
ー
対
立
が
一
九
七
〇
年
代
以
降
多
元
化
し
、
旧
体
制
・
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
全
保
障
を
め
ぐ
る
保
革
対
立
軸
と
、
福
祉
・
参
加
・
平
等
（
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
環
境
）
を
め
ぐ
る
保
革
対
立
軸
と
に
分
化
し
た
と
論
じ
て
い
る

　
　
が
（
第
七
章
）
、
本
稿
は
当
初
か
ら
ハ
イ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の

　
　
中
で
国
家
性
の
軸
が
冷
戦
と
は
独
立
に
あ
っ
た
と
主
張
す
る
。

　
　
ま
た
既
に
一
九
六
七
年
の
調
査
で
、
自
衛
隊
存
続
へ
の
賛
否
と

　
　
日
米
安
保
体
制
強
化
へ
の
賛
否
が
異
な
る
次
元
（
因
子
）
を
構

　
　
成
し
て
い
る
が
（
二
七
五
頁
）
、
そ
れ
に
注
意
は
払
わ
れ
て
い

　
　
な
い
。

（
5
）
　
自
民
党
内
の
対
立
は
本
当
は
も
っ
と
複
雑
で
あ
る
し
、
野
党

　
　
の
側
も
他
の
政
党
が
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
党
の
中
に

　
　
も
派
閥
は
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
詳
細
な
歴
史
叙
述
で
は
な
く

　
　
全
体
的
な
見
取
り
図
を
描
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

（
6
）
　
国
際
冷
戦
と
国
内
冷
戦
の
リ
ン
ケ
ー
ジ
を
鮮
や
か
に
描
い
て

　
　
見
せ
た
古
典
的
名
著
が
、
坂
本
義
和
「
日
本
に
お
け
る
国
際
冷

　
　
戦
と
国
内
冷
戦
」
『
岩
波
講
座
　
現
代
六
　
冷
戦
』
岩
波
書
店
、

　
　
一
九
六
三
年
、
八
八
1
一
〇
二
頁
、
で
あ
る
。

（
7
）
即
喜
胃
巳
〉
ζ
。
閑
①
冨
団
㌦
．
H
づ
訂
彗
ω
置
く
魯
①
ω
ω
ぎ
ζ
巳
塔

　
　
畠
巨
Φ
房
δ
昌
巴
＜
9
言
σ
q
ζ
＆
9
ω
餌
民
の
o
日
㊦
H
目
b
ぎ
甲

　
　
謡
8
ω
h
自
〉
σ
q
8
号
0
8
q
o
一
．
、
き
ミ
ミ
』
ミ
肉
8
ま
ミ
腎

　
　
『
書
o
謎
”
＜
o
一
゜
一
b
。
堵
乞
9
ρ
＞
o
巴
①
ヨ
ざ
勺
腎
①
ω
ω
》
q
ρ
器
一
㊤
刈
Φ
層

　
　
乞
①
≦
団
o
同
置
署
．
ミ
ト
。
1
。
。
卜
⊃
°

（
8
）
内
①
目
①
爵
〉
°
ω
9
冨
昼
．
．
ぎ
巴
ε
江
8
巴
〉
霞
雪
σ
q
①
ヨ
①
暮

　
　
β
D
口
畠
国
ρ
巳
＝
耳
ご
日
言
ζ
巳
け
一
巳
日
魯
ω
δ
口
巴
く
9
ぎ
σ
q
ζ
＆
－

　
　
Φ
碇
．
ト
ミ
Φ
蕊
ミ
為
き
ミ
嵩
ミ
ミ
勺
o
h
ミ
o
ミ
G
Q
9
§
。
食
く
o
一
゜

　
　
・
。
ρ
Z
o
」
噂
C
巳
〈
母
ω
諄
団
o
h
弓
Φ
奉
ω
写
①
ω
ω
層
国
Φ
げ
歪
p
。
q

　
　
一
⑩
刈
P
＞
器
江
戸
b
b
』
刈
よ
O
°

（
9
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
閣
僚
配
分
の
候
補
が
離
散
的
で
あ
る
こ
と

　
　
を
利
用
し
て
多
数
決
循
環
を
回
避
し
て
い
る
の
が
、
ζ
♂
げ
p
9

　
　
訂
ぐ
霞
㊤
巳
国
①
暮
Φ
爵
〉
．
ω
『
。
b
ω
『
ミ
罫
討
恥
§
亀
b
口
、
s
嗣

　
　
軸
轟
Q
o
竃
ミ
ミ
§
除
O
S
詳
無
゜
。
§
駄
卜
鵡
馬
゜
。
』
ミ
黛
、
⑩
゜
。
討

　
　
℃
ミ
ぎ
ミ
§
器
q
b
俺
ミ
o
。
、
§
尉
゜
。
る
9
日
酵
一
爵
①
d
巳
く
霞
の
詳
網

　
　
℃
奉
ω
ω
噂
6
㊤
9
0
卑
冨
げ
「
乙
σ
q
ρ
国
づ
σ
q
げ
コ
匹
で
あ
る
。

（
1
0
）
∪
磐
こ
即
o
げ
Φ
訴
ω
o
P
》
§
8
q
9
℃
ミ
量
O
。
鳶
ミ
ー
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織
§
一
篇
o
ぎ
≦
ぎ
団
餅
o
Q
8
ρ
一
〇
刈
①
”
『
o
民
8
』
碧
b
d
巨
σ
q
Φ

　
　
9
巳
一
）
①
暮
一
の
9
勾
鱒
島
ρ
肉
琶
§
註
鳶
§
駄
、
、
ミ
§
軸
亮

　
　
史
象
翫
§
°
。
、
脚
゜
。
器
寒
9
°
・
§
織
勺
ミ
婁
勲
「
a
辟
爵
§
討

　
　
『
s
§
電
－
§
、
Φ
①
b
⑩
ミ
o
o
、
§
器
゜
。
り
≧
δ
づ
鮒
q
づ
惹
P
一
㊤
Q
。
。
。
噂

　
　
8
a
。
p
H
彗
b
d
＆
σ
q
ρ
∪
碧
冠
國
o
び
①
詳
ω
。
p
四
巳
∪
曾
爵

　
　
閏
＄
拝
①
房
‘
宣
8
h
尋
b
勲
、
9
い
馨
§
織
、
ミ
¢
O
註
§
題
、

　
　
9
a
馬
ミ
ト
ミ
◎
器
G
・
9
℃
o
°
。
㍗
き
、
史
⑩
ミ
§
、
、
o
恥
ミ
ミ
ミ
⑩
゜
。

　
　
討
竈
b
鳴
ミ
8
ミ
§
勲
O
節
日
σ
N
こ
σ
q
Φ
q
巳
く
①
邑
身
写
Φ
ω
P

　
　
一
㊤
。
。
8
0
餌
日
耳
置
σ
q
ρ
国
づ
屯
四
口
阜

（
1
1
）
　
外
国
軍
の
駐
留
が
九
条
違
反
で
は
な
い
か
と
の
論
点
も
あ
っ

　
　
た
が
、
九
条
違
反
を
厳
し
く
問
わ
れ
た
の
は
や
は
り
何
を
措
い

　
　
て
も
自
衛
隊
で
あ
っ
て
、
安
保
で
は
な
い
。

（
1
2
）
Ω
一
①
暮
＝
。
望
旨
①
さ
．
．
円
竃
の
⑦
2
馨
団
9
一
①
ヨ
ヨ
四
ぎ

　
　
≧
＝
8
8
勺
⊆
己
o
ω
。
き
、
N
風
、
o
ミ
馬
3
＜
o
一
．
G
。
ρ
Z
o
．
♪

　
　
℃
二
琴
①
8
昌
q
巳
く
貧
臨
身
℃
『
①
ω
ρ
q
巳
団
一
り
G
。
倉
℃
鼠
ま
9
0
P

　
　
署
」
①
〒
⑩
㎝
．

（
1
3
）
　
日
本
社
会
党
「
日
本
に
お
け
る
社
会
主
義
へ
の
道
」
　
一
九
六

　
　
六
年
、
第
二
部
第
五
章
三
、
四
。

（
1
4
）
　
小
川
伸
一
「
日
本
お
よ
び
朝
鮮
半
島
の
非
核
地
帯
化
」
『
外

　
　
交
時
報
』
一
九
九
七
年
七
・
八
月
合
併
号
、
外
交
時
報
社
、
一

　
　
八
ー
三
三
頁
。

（
1
5
）
　
安
保
締
結
時
に
外
務
省
条
約
局
長
で
あ
っ
た
西
村
能
…
雄
に
よ

　
　
る
。
同
『
改
定
新
版
　
安
全
保
障
条
約
論
』
時
事
通
信
社
、
一

　
　
九
六
〇
年
、
四
〇
頁
。

（
1
6
）
　
例
え
ば
自
衛
隊
陸
幕
二
部
別
室
は
、
米
軍
施
設
・
装
備
を
米

　
　
軍
と
共
同
使
用
し
て
、
ソ
連
・
中
国
・
朝
鮮
半
島
な
ど
を
対
象

　
　
に
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
だ
け
で
な
く
コ

　
　
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
も
従
事
し
て
い

　
　
た
。
『
第
七
十
五
回
国
会
衆
議
院
内
閣
委
員
会
議
録
』
第
二
一

　
　
号
、
一
九
七
五
年
六
月
三
日
。

（
1
7
）
　
波
多
野
澄
雄
「
『
再
軍
備
』
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
」
近
代
日

　
　
本
研
究
会
編
『
年
報
・
近
代
日
本
研
究
一
一
　
協
調
政
策
の
限

　
　
界
』
山
川
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一
七
九
－
二
一
〇
頁
。

（
1
8
）
　
大
嶽
秀
夫
『
日
本
の
防
衛
と
国
内
政
治
』
三
一
書
房
、
一
九

　
　
八
三
年
。

（
1
9
）
　
ζ
言
訂
9
G
Q
。
冨
＝
①
さ
巴
慰
、
ミ
の
ミ
欝
゜
。
、
§
㊦
q
藍
幹
a

　
　
⑦
鮮
§
＄
§
亀
誉
§
°
。
軸
ミ
Φ
簿
⑲
O
。
。
竜
§
軸
§
”
○
義
o
匡

　
　
d
巳
く
①
冨
詳
団
牢
Φ
ω
ρ
6
竃
讐
Z
①
≦
網
o
蒔
、
原
彬
久
『
日
米

　
　
関
係
の
構
図
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
一
年
、
坂
元
一

　
　
哉
『
日
米
同
盟
の
絆
　
安
保
条
約
と
相
互
性
の
模
索
』
有
斐
閣
、

　
　
二
〇
〇
〇
年
、
N
H
K
取
材
班
『
戦
後
五
〇
年
そ
の
時
日
本

　
　
は
　
第
一
巻
　
国
産
乗
用
車
・
ゼ
ロ
か
ら
の
発
進
　
六
〇
年
安

　
　
保
と
岸
信
介
・
秘
め
ら
れ
た
改
憲
構
想
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

　
　
一
九
九
五
年
、
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
　
五
二
　
沖
縄

　
　
返
還
交
渉
の
政
治
過
程
』
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
、
N
H
K
取

　
　
材
班
『
戦
後
五
〇
年
そ
の
時
日
本
は
　
第
四
巻
　
沖
縄
返
還
・

　
　
日
米
の
密
約
　
列
島
改
造
・
田
中
角
栄
の
挑
戦
と
挫
折
』
日
本

　
　
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
六
年
、
船
橋
洋
一
『
同
盟
漂
流
』
岩
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波
書
店
、
一
九
九
七
年
。

（
2
0
）
　
憲
法
調
査
会
報
告
書
事
務
局
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
の
概
要
』

　
　
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
、
五
四
、
一
四
二
頁
。

（
2
1
）
　
自
衛
隊
問
題
が
、
安
全
保
障
政
策
で
は
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

　
　
ム
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
の
が
、
大
嶽
秀

　
　
夫
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六

　
　
年
、
で
あ
る
。

（
2
2
）
　
陳
肇
斌
『
戦
後
日
本
の
中
国
政
策
　
一
九
五
〇
年
代
東
ア
ジ

　
　
ア
国
際
政
治
の
文
脈
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
中

　
　
北
浩
爾
『
経
済
復
興
と
戦
後
政
治
　
日
本
社
会
党
一
九
四
五
1

　
　
五
一
年
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

（
2
3
）
　
ζ
甘
匿
9
ω
。
匿
＝
Φ
さ
『
譜
》
§
ミ
縁
§
9
0
起
o
籔
§
ミ

　
　
誉
§
、
『
書
O
「
喧
蕊
ミ
ミ
⑪
9
N
戚
ミ
町
貯
》
G
。
§

　
　
○
義
o
『
α
q
三
く
興
臨
昌
℃
話
ω
ω
嘘
一
㊤
。
。
押
Z
①
≦
曜
o
葺
、
李
鍾

　
　
元
『
東
ア
ジ
ア
冷
戦
と
韓
米
日
関
係
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
　
九
九
六
年
。

（
2
4
）
　
原
朗
「
戦
争
賠
償
責
任
と
ア
ジ
ア
」
『
岩
波
講
座
　
近
代
日

　
　
本
と
植
民
地
　
第
八
巻
　
ア
ジ
ア
冷
戦
と
脱
植
民
地
化
』
岩
波

　
　
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
六
九
－
八
九
頁
、
末
廣
昭
「
経
済
再

　
　
進
出
へ
の
道
　
　
日
本
の
対
東
南
ア
ジ
ア
政
策
と
開
発
体
制
」

　
　
中
村
政
則
他
編
『
戦
後
日
本
　
占
領
と
戦
後
改
革
　
第
六
巻

　
　
戦
後
改
革
と
そ
の
遺
産
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
＝

　
　
1
五
二
頁
、
N
H
K
取
材
班
『
戦
後
五
〇
年
そ
の
時
日
本
は

　
　
第
六
巻
　
プ
ラ
ザ
合
意
・
円
高
へ
の
決
断
　
ア
ジ
ア
が
見
つ
め

　
　
た
“
奇
跡
の
大
国
”
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
六
年
。

　
　
す
ぐ
れ
た
レ
ビ
ュ
ー
と
し
て
、
北
岡
伸
一
「
賠
償
問
題
の
政
治

　
　
力
学
（
一
九
四
五
－
五
九
年
）
」
北
岡
伸
一
・
御
厨
貴
編
『
戦

　
　
争
・
復
興
・
発
展
　
昭
和
政
治
史
に
お
け
る
権
力
と
構
想
』
東

　
　
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
一
1
二
一
六
頁
。

（
2
5
）
　
例
え
ば
、
佐
藤
首
相
の
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
訪
問
を
批
判
し

　
　
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
七
年
六
月
二
一
日
）
、
米
国
の
カ
ン
ボ

　
　
ジ
ア
侵
攻
を
指
弾
し
（
同
一
九
七
〇
年
五
月
＝
一
日
）
、
早
く

　
　
か
ら
訪
朝
を
検
討
し
（
同
一
九
七
三
年
七
月
二
六
日
）
、
金
大

　
　
中
事
件
で
は
徹
底
解
決
を
強
く
要
求
し
た
（
同
一
九
七
三
年
八

　
　
月
一
〇
日
）
。

（
2
6
）
　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
二
八
日
。

（
2
7
）
　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
六
年
五
月
＝
二
日
。

（
2
8
）
　
細
谷
千
博
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の
道
』
中
央
公
論

　
　
社
、
一
九
八
四
年
。
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
低
下
す
る
と

　
　
皮
肉
に
も
日
韓
関
係
は
緊
密
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
経

　
　
験
則
は
、
不
信
感
を
補
完
す
る
懊
が
米
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

　
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
か
ら
言
い
当
て
て
い
る
。
≦
9
0
村
U
°

　
　
○
冨
－
≧
む
き
ミ
§
昏
腎
逡
§
》
ミ
£
o
譜
゜
。
ミ
『
｝
⑩
S
計
ミ

　
　
勲
＆
8
－
映
o
、
§
－
誉
§
暫
§
蕊
¢
孚
軸
§
魁
♪
の
け
p
三
〇
a

　
　
¢
巳
く
霞
の
詫
団
甲
①
ω
p
一
8
㊤
噂
ω
鼠
三
〇
a
l
O
巴
一
h
°

（
2
9
）
　
原
朗
「
賠
償
・
終
戦
処
理
」
、
第
六
章
、
大
蔵
省
財
政
史
室

　
　
編
『
昭
和
財
政
史
　
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
　
第
一
巻
　
総
説

　
　
賠
償
・
終
戦
処
理
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
四
年
、
山
影

福元安保・憲法・アジァ133



　
　
進
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
と
日
本
」
渡
辺
昭
夫
『
戦
後
日
本
の
対

　
　
外
政
策
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
、
＝
二
五
－
六
一
頁
。

（
3
0
）
　
『
第
五
十
回
国
会
参
議
院
本
会
議
録
」
第
一
四
号
、
一
九
六

　
　
五
年
一
二
月
一
一
日
、
三
四
、
四
〇
ー
一
頁
。

（
3
1
）
　
高
崎
宗
司
『
検
証
　
日
韓
会
談
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、

　
　
一
七
八
頁
。
同
書
H
章
全
体
も
参
照
。

（
3
2
）
　
靖
国
神
社
を
め
ぐ
る
問
題
の
最
近
の
文
献
と
し
て
、
田
中
信

　
　
尚
『
靖
国
の
戦
後
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

（
3
3
）
　
こ
れ
に
は
日
本
か
ら
の
資
金
を
個
人
に
分
配
し
な
か
っ
た
開

　
　
発
独
裁
体
制
が
民
主
化
に
よ
っ
て
倒
壊
し
た
た
め
、
今
日
に
至

　
　
っ
て
問
題
の
再
検
討
を
強
い
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
な
お
若

　
　
工
－
古
い
も
の
の
戦
後
補
償
に
つ
い
て
要
領
よ
く
ま
と
め
た
も
の

　
　
と
し
て
、
内
田
雅
敏
『
「
戦
後
補
償
」
を
考
え
る
』
講
談
社
、

　
　
一
九
九
四
年
。

（
3
4
）
　
毎
日
新
聞
社
政
治
部
『
政
変
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、

　
　
待
鳥
聡
史
「
参
議
院
自
民
党
に
お
け
る
閣
僚
ポ
ス
ト
配
分
ル
ー

　
　
ル
の
形
成
　
　
出
発
点
と
し
て
の
一
九
七
一
年
参
議
院
議
長
選

　
　
挙
　
　
」
『
選
挙
研
究
」
第
一
六
号
、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
一
年
、

　
　
六
七
－
七
七
頁
。

（
3
5
）
　
中
北
浩
爾
『
一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
二
〇
〇
二
年
、
宮
崎
隆
次
「
日
本
に
お
け
る
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

　
　
コ
ン
ソ
リ
デ
　
シ
ヨ
ン

　
　
の
固
定
化
　

一
九
五
五
年
体
制
の
成
立
ー
」
犬
童
一
男
・

　
　
山
口
定
・
馬
場
康
雄
・
高
橋
進
編
『
戦
後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
成

　
　
立
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
一
五
一
－
二
二
二
頁
。

（
3
6
）
　
福
元
健
太
郎
『
日
本
の
国
会
政
治
　
全
政
府
立
法
の
分
析
』

　
　
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
六
章
。

（
3
7
）
　
安
保
と
中
国
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
全
調
査
　
自
民
党
衆
議

　
　
院
議
員
の
思
想
動
向
」
『
現
代
の
眼
』
第
七
巻
第
七
号
、
現
代

　
　
評
論
社
、
一
九
六
六
年
七
月
、
一
七
七
ー
八
頁
。
こ
れ
は
「
第

　
　
一
線
政
治
部
記
者
の
綿
密
な
協
議
に
も
と
つ
い
て
作
成
」
さ
れ

　
　
た
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
（
一
四
八
頁
）
、
個
々
の
議
員
の
評

　
　
価
に
つ
い
て
は
測
定
誤
差
も
あ
り
得
る
が
、
変
数
間
の
傾
向
に

　
　
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
間
違
い
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

（
3
8
）
　
『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
一
号
　
憲
法
調
査
会
に

　
　
お
け
る
各
委
員
の
意
見
』
憲
法
調
査
会
、
一
九
六
四
年
。

（
3
9
）
山
母
島
腎
。
国
鼻
旦
、
ミ
婁
詳
、
。
§
、
、
寄
⑪
曳
魯
§
①
゜
。
①

　
　
卜
誉
箋
ミ
も
⑪
ミ
8
、
ミ
゜
・
§
織
℃
o
謙
遷
§
ミ
磁
”
⊂
巳
く
①
邑
身

　
　
o
h
O
巴
罵
霞
巳
節
牢
①
ω
ω
藁
⑩
刈
ρ
じ
d
①
蒔
①
冨
ど
署
』
竃
－
刈
’

（
4
0
）
職
歴
、
（
後
述
す
る
）
年
齢
、
当
選
回
数
に
つ
い
て
は
、
衆

　
　
議
院
・
参
議
院
編
『
議
会
制
度
百
年
史
　
衆
議
院
議
員
名
鑑
』

　
　
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
九
〇
年
、
派
閥
に
つ
い
て
は
「
採
点

　
　
全
衆
議
院
議
員
の
政
治
力
」
『
現
代
の
眼
』
第
七
巻
第
七
号
、

　
　
現
代
評
論
社
、
一
九
六
六
年
七
月
、
一
四
八
－
八
七
頁
、
主
流

　
　
派
は
添
谷
芳
秀
『
日
本
外
交
と
中
国
　
一
九
四
五
－
一
九
七
二
』

　
　
慶
鷹
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
＝
七
頁
、
に
よ
る
。

　
　
高
級
官
僚
は
最
終
職
位
が
中
央
省
庁
課
長
級
以
上
の
者
。
報
道

　
　
関
係
者
か
ら
は
、
政
党
紙
を
除
く
。
経
営
者
は
営
利
団
体
の
長

　
　
と
し
た
。
デ
ー
タ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
福
元
健
太
郎
「
国
会
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議
員
の
入
場
と
退
場
　
一
九
四
七
－
一
九
九
〇
」
『
選
挙
研
究
』

　
　
一
九
号
、
二
〇
〇
四
年
（
近
刊
予
定
）
、
を
参
照
。

（
4
1
）
　
友
好
商
社
は
、
日
中
国
交
回
復
促
進
議
員
連
盟
編
『
日
中
国

　
　
交
回
復
　
関
係
資
料
集
」
日
中
国
交
資
料
委
員
会
、
一
九
七
二

　
　
年
、
⊥
ハ
ニ
一
ー
四
三
頁
、
に
よ
る
。
こ
れ
に
あ
わ
せ
一
九
七
二

　
　
年
に
お
け
る
各
県
の
卸
売
業
・
小
売
業
事
業
所
数
に
つ
い
て
、

　
　
総
理
府
統
計
局
編
『
事
業
所
統
計
三
〇
年
』
一
九
八
四
年
、
五

　
　
二
ニ
ー
三
〇
頁
、
を
参
照
し
た
。

（
4
2
）
　
年
齢
は
、
一
九
六
六
年
七
月
時
点
で
月
単
位
で
計
算
し
た
値

　
　
を
＝
一
で
割
っ
て
年
換
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
福
元
前
掲
論
文

　
　
で
は
帝
国
議
会
の
経
歴
を
扱
っ
て
い
な
い
が
、
本
稿
の
当
選
回

　
　
数
は
旧
憲
法
下
の
も
の
も
含
む
。
ま
た
原
資
料
と
違
い
、
同
一

　
　
選
挙
期
に
お
け
る
二
回
目
の
当
選
は
含
ま
な
い
。

（
4
3
）
　
ド
ル
ー
プ
商
と
は
選
挙
区
の
総
有
効
票
数
を
、
定
数
に
一
を

　
　
足
し
た
数
で
割
っ
た
値
で
、
当
選
の
十
分
条
件
を
表
す
。
選
挙

　
　
の
強
さ
の
指
標
と
し
て
得
票
比
を
用
い
る
点
に
つ
い
て
は
、

　
　
O
㊤
q
O
o
×
餌
巳
甲
彗
8
ω
幻
o
ω
①
づ
巨
暮
『
．
、
〉
舜
ε
白
図
o
h

　
　
餌
ω
9
け
弓
ぎ
目
σ
霞
巴
U
Φ
ヨ
。
。
轟
け
ω
。
巳
碧
雪
。
蛭
§
。
、
ミ

　
　
勲
ミ
§
”
＜
o
一
」
倉
H
ω
ω
話
声
b
d
ロ
詳
霞
≦
o
『
爵
ω
－
∪
①
8
目
震

　
　
一
㊤
㊤
伊
Q
巳
開
O
「
F
国
昌
σ
q
冨
づ
α
噂
唱
P
ω
㎝
㎝
1
刈
9
①
ω
b
°
唱
．
ω
①
刈
に

　
　
倣
っ
た
。
デ
ー
タ
は
、
川
人
貞
史
・
川
人
典
子
『
衆
議
院
総
選

　
　
挙
候
補
者
選
挙
区
統
計
一
一
八
九
〇
1
一
九
九
〇
　
改
訂
版
』

　
　
エ
ル
・
デ
ー
・
ピ
ー
、
一
九
九
七
年
、
か
ら
計
算
し
た
。

（
4
4
）
　
係
数
は
、
独
立
変
数
が
一
単
位
増
え
る
こ
と
で
、
当
該
組
織

　
　
に
所
属
し
な
い
確
率
に
対
す
る
所
属
す
る
確
率
の
比
率
（
オ
ッ

　
　
ズ
）
が
定
数
項
の
何
倍
に
高
ま
る
か
を
表
す
。

（
4
5
）
　
裏
を
返
せ
ば
、
当
選
回
数
が
多
い
と
ど
ち
ら
に
も
所
属
し
に

　
　
く
く
な
る
。
彼
ら
は
役
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
公
式

　
　
に
立
場
を
表
明
し
に
く
い
た
め
と
思
わ
れ
る
。
実
際
ど
ち
ら
に

　
　
も
入
っ
て
い
な
い
議
員
の
中
に
は
、
親
台
湾
派
・
親
北
京
派
そ

　
　
れ
ぞ
れ
の
大
物
が
い
る
。

（
4
6
）
守
ざ
一
－
§
§
．
も
』
α
ω
゜

（
4
7
）
　
例
え
ば
A
研
は
日
中
復
交
か
ら
五
年
ほ
ど
「
休
眠
」
し
て
い

　
　
た
と
言
わ
れ
る
が
（
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
七
年
八
月
一
八
日
、

　
　
一
〇
月
二
〇
日
）
、
そ
う
し
た
実
態
も
図
2
に
反
映
さ
れ
て
い

　
　
る
。

（
4
8
）
　
朝
日
新
聞
社
『
朝
日
新
聞
戦
後
見
出
し
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
　
一

　
　
九
四
五
－
一
九
九
九
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
、
C
D
－

　
　
R
O
M
版
で
、
「
A
研
」
「
ア
ジ
ア
（
問
題
）
研
」
「
ア
フ
リ
カ

　
　
（
問
題
）
研
」
と
い
う
字
句
を
全
検
索
し
た
結
果
か
ら
、
無
関

　
　
係
の
記
事
を
除
き
、
記
事
数
で
な
く
日
数
を
年
毎
に
集
計
し
た
。

（
4
9
）
　
但
し
共
産
党
は
一
貫
し
て
反
対
で
あ
り
、
そ
の
後
社
会
民
主

　
　
党
は
再
び
反
対
に
回
っ
た
。

（
5
0
）
　
東
ア
ジ
ア
の
分
断
国
家
は
な
お
存
続
し
て
い
る
か
ら
、
冷
戦

　
　
が
終
わ
っ
た
の
に
（
ソ
連
が
崩
壊
し
た
の
に
）
何
故
安
保
は
残

　
　
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
は
、
問
い
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
。

　
　
そ
も
そ
も
東
ア
ジ
ア
冷
戦
の
開
始
は
、
ソ
連
と
の
対
立
と
い
う

　
　
よ
り
も
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
、
一
九
五
〇
年
代
の
朝
鮮
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戦
争
と
台
湾
海
峡
危
機
を
契
機
と
し
て
い
た
。
安
保
の
極
東
条

項
は
台
湾
海
峡
と
朝
鮮
半
島
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
に

い
わ
ゆ
る
韓
国
・
台
湾
条
項
と
し
て
確
認
さ
れ
た
。
一
九
九
六

年
の
日
米
安
保
共
同
官
三
＝
口
は
日
米
安
保
を
再
定
義
で
は
な
く
再

確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
九
年
の
周
辺
事
態
法
も
こ
の

延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

戦
後
日
本
外
交
、
冷
戦
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

ジ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
戦
争
責
任

リ
ー

136東洋文化研究6号



The　Japan　U．　S．　Security　Treaty，　the　Japanese　Constitution，

and　Asia：Intra－Party　Conflict　and　Inter－Party　Conflict

Kentaro　FUKUMOTO

Keywords：postwar　Japanese　diplomacy，　cold　war，　nationalism，

regionalism，　postwar　settlement

　　The　Conflict　about　the　Japan　U．　S．　Security　Treaty（JUSST）is

fought　between　the　Liberal　Democratic　Party（LDP）and　the　Japan

Socialist　Party（JSP），　though　disagreement　about　the　Constitution

emerged　within　the　LDP，　Some　LDP　members　support　Taiwan，

while　others　support　the　People’s　Republic　of　China．　Postwar

settlement　was　not　discussed　until　the　1980s．　These　inconsistent

partisan　divisions　d6n’t　fit　with　the　conventional　right－left　ideology．

These　issues　differ　not　only　in　terms　of　partisan　division　but　also

the　policy　dimension；the　JUSST　and　the　China　problem　are

concerned　with　the　Cold　War　dimension，　while　the　Constitution　and

postwar　settlement　are　related　to　the　stateness　dimension．　Since　the

Cold　War　dimension　is　more　salient　than　the　stateness　dimension，

the　partisan　division　on　that　issue，　the　LDP　vs．　the　JSP，　was　fixed

in　1955．　As　a　result，　issues　of　the　Constitution　and　postwar

settlement　have　never　been　solved．
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